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金融商品取引法（参考条文） 

（昭和二十三年四月十三日法律第二十五号） 

 

（定義）  

第二条  この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。  

一  国債証券  

二  地方債証券  

三  特別の法律により法人の発行する債券（次号及び第十一号に掲げるものを除く。）  

四  資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）に規定する特定社債券  

五  社債券（相互会社の社債券を含む。以下同じ。）  

六  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（次号、第八号及び第十一号

に掲げるものを除く。）  

七  協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号。以下「優先

出資法」という。）に規定する優先出資証券  

八  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示

する証券  

九  株券又は新株予約権証券  

十  投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）に規定する

投資信託又は外国投資信託の受益証券  

十一  投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券

又は外国投資証券  

十二  貸付信託の受益証券  

十三  資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券  

十四  信託法（平成十八年法律第百八号）に規定する受益証券発行信託の受益証券  

十五  法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で

定めるもの  

十六  抵当証券法（昭和六年法律第十五号）に規定する抵当証券  

十七  外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二

号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの（次号に掲げるものを除

く。）  

十八  外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業

として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するも

ののうち、内閣府令で定めるもの  

十九  金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い

行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場（第八項第三号ロ

に規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。）において行う取引で

あつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び

外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に

係る権利（以下「オプション」という。）を表示する証券又は証書  
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二十  前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行され

た国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係

る権利を表示するもの  

二十一  前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の

保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書  

２  前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券（同

項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）及び同項第十八号に掲げる有

価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲

げる有価証券（同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。）及び同項第

十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示され

るべき権利（以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。）は、有価

証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合におい

ても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権（電子記録債権法（平成十九年

法律第百二号）第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。）

のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみ

なすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの（第七号及び次項において「特

定電子記録債権」という。）は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる

権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、

この法律の規定を適用する。  

一  信託の受益権（前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及

び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。）  

二  外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの（前項第十号に規定

する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号

に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。）  

三  合名会社若しくは合資会社の社員権（政令で定めるものに限る。）又は合同会社の

社員権  

四  外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの  

五  民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定する組合契約、

商法（明治三十二年法律第四十八号）第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資

事業有限責任組合契約に関する法律（平成十年法律第九十号）第三条第一項に規定す

る投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律（平成十七年法

律第四十号）第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人

の社員権その他の権利（外国の法令に基づくものを除く。）のうち、当該権利を有する

者（以下この号において「出資者」という。）が出資又は拠出をした金銭（これに類す

るものとして政令で定めるものを含む。）を充てて行う事業（以下この号において「出

資対象事業」という。）から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配

を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの（前項各号に掲

げる有価証券に表示される権利及びこの項（この号を除く。）の規定により有価証券と

みなされる権利を除く。） 
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イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当

該出資者の権利 

ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産

の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利（イに掲げる権利を

除く。） 

ハ 保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第一項に規定する保険業を行う者が保

険者となる保険契約、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第

一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、

消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）第十条第二項に規定する共済事

業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法（昭和

二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号

の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する

組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）

第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した

共済契約又は不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）第二条第三項に規

定する不動産特定共同事業契約に基づく権利（イ及びロに掲げる権利を除く。） 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又

は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定め

る権利 

六  外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの  

七  特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前

各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券

とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められ

るものとして政令で定める権利  

３  この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申

込みの勧誘（これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下「取得勧誘」

という。）のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証

券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権（次項第一号及び第六項、

次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」とい

う。）に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が

前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利（次項第二号、次条第四

項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。）に係

るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私

募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。  

一  多数の者（適格機関投資家（有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有

する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。）が含まれる場合であつて、当該

有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡され

るおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資

家を除く。）を相手方として行う場合として政令で定める場合（特定投資家のみを相手
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方とする場合を除く。）  

二  前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合 

イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得

者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定め

る場合 

ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該

当するとき（イに掲げる場合を除く。）。 

（１） 当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場

合にあつては、金融商品取引業者等（第三十四条に規定する金融商品取引業者等

をいう。次項及び第四条第三項において同じ。）が顧客からの委託により又は自

己のために当該取得勧誘を行うこと。 

（２） 当該有価証券がその取得者から特定投資家等（特定投資家又は非居住者（外

国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第六条第一項第六号

に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。）をいう。以下同じ。）以外

の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。 

ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合（政令で定める要件に

該当する場合を除く。）であつて、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡さ

れるおそれが少ないものとして政令で定める場合 

三  その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証

券を所有することとなる場合として政令で定める場合 

（４～31 項 省 略 ） 

 

第二十八条  この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次

に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。  

一  有価証券（第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利

を除く。）についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に

掲げる行為  

二  第二条第八項第四号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五

号に掲げる行為  

三  次のイからハまでのいずれかに該当する行為 

イ 有価証券の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令

で定めるもの 

ロ 有価証券の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの 

ハ 第二条第八項第六号に掲げる行為であつて、有価証券の元引受け以外のもの 

四  第二条第八項第十号に掲げる行為  

五  第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為  

２  この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる

行為のいずれかを業として行うことをいう。  

一  第二条第八項第七号に掲げる行為  
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二  第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について

の同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為  

三  第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為（前項第一号若しくは

第二号又は前号に掲げるものを除く。）  

四  第二条第八項第十八号に掲げる行為  

３  この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為

のいずれかを業として行うことをいう。  

一  第二条第八項第十一号に掲げる行為  

二  第二条第八項第十三号に掲げる行為  

４  この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいず

れかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関

が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。  

一  第二条第八項第十二号に掲げる行為  

二  第二条第八項第十四号に掲げる行為  

三  第二条第八項第十五号に掲げる行為  

５  この章において「有価証券等管理業務」とは、第一種金融商品取引業に係る業務のう

ち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。  

６  この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項

第一号に掲げる行為に係る業務をいう。  

７  この章において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第六号に規定する有価証

券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。  

一  当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行

者又は所有者（金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号において同じ。）から

取得すること。  

二  当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部

を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。  

８  この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行う

ことをいう。  

一  有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ（有価証券等清算取次ぎを除く。）若しくは

代理  

二  取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、

取次ぎ又は代理  

三  市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引 

イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券（有価証券に係る第二条第二

十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号におい

て同じ。）及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている

有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる

取引 

ロ 当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値（以下この章において「有
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価証券約定数値」という。）と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の

数値（以下この章において「有価証券現実数値」という。）の差に基づいて算出され

る金銭の授受を約する取引 

ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させるこ

とができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対

価を支払うことを約する取引 

（１） 有価証券の売買 

（２） イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引（ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取

引所の定めるものを含む。） 

ニ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価

証券の利率等又は有価証券指標（有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数

値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。）の約定した期間における変化率に基づいて

金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等

又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金

銭を支払うことを相互に約する取引（これらの金銭の支払とあわせて当該元本とし

て定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。） 

ホ イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの 

四  店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引 

イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券（政令で定めるものを除く。

以下この号において同じ。）及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の

目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたとき

は差金の授受によつて決済することができる取引 

ロ 有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約

する取引又はこれに類似する取引 

ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させるこ

とができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対

価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 

（１） 有価証券の売買 

（２） イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引 

ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価

証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における

現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとな

る取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の

一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 

ホ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価

証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭

を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若し

くは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金

銭を支払うことを相互に約する取引（これらの金銭の支払とあわせて当該元本とし
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て定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。）又

はこれに類似する取引 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であ

つて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で

定める取引 

五  外国金融商品市場において行う取引であつて、第三号に掲げる取引と類似の取引  

六  前三号に掲げる取引（以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。）の媒介、

取次ぎ（有価証券等清算取次ぎを除く。）若しくは代理又は第三号若しくは前号に掲げ

る取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理  

七  第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバ

ティブ取引その他政令で定める取引に係るもの  

八  第二条第八項第六号、第八号又は第九号に掲げる行為   

 

（登録）  

第二十九条  金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことが

できない。  

 

（分別管理）  

第四十三条の二  金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券（次項の規定により管理す

る有価証券を除く。）を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法に

より、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。  

一  第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券（有

価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。）又は第百六十一条の

二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券  

二  有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるもの

に係る取引（店頭デリバティブ取引に該当するものその他政令で定める取引を除く。

次項第二号及び第七十九条の二十において「対象有価証券関連取引」という。）に関し、

顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等

が顧客から預託を受けた有価証券（前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引

業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。）  

２  金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業

者等が金融商品取引業（登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。）を廃止し

た場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として

内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別

して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引

業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべ

き額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託を

しなければならない。  

一  第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭（有価証
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券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。）又は第百六十一条の二の

規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭  

二  対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が

顧客から預託を受けた金銭（前号に掲げる金銭を除く。）  

三  前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供さ

れたもの  

３  金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めると

ころにより、定期に、公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六

条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の

三において同じ。）又は監査法人の監査を受けなければならない。   

 

（一般顧客等）  

第七十九条の二十  この章において「一般顧客」とは、金融商品取引業者（第二十八条第

八項に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同

じ。）の本店その他の国内の営業所又は事務所（外国法人である金融商品取引業者にあつ

ては、国内に有する営業所又は事務所）の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有

価証券関連取引をする者（適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める

者を除く。）をいう。  

２  金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取引業者と対象有価

証券関連取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者を当該

他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。  

３  この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。  

一  第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若し

くは有価証券（有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。）又

は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭

若しくは有価証券  

二  金融商品取引業（第二十八条第八項に規定する有価証券関連業に限る。以下この章

において同じ。）に係る取引（店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。

次号において同じ。）に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一

般顧客から預託を受けた金銭（前号に規定する金銭を除く。）  

三  金融商品取引業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は金融商品

取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券（第一号に規定する有価証券、契約に

より金融商品取引業者が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。）  

四  前三号に掲げるもののほか、政令で定めるもの 

 

（目的）  

第七十九条の二十一  投資者保護基金（以下この章及び附則において「基金」という。）

は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行う

ことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引に対する信頼性を維持することを目的
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とする。 

 

（会員の資格）  

第七十九条の二十六  基金の会員の資格を有する者は、金融商品取引業者に限る。  

２  基金は、金融商品取引業者が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関す

る特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、

又はその加入について不当な条件を付してはならない。  

 

（加入義務等）  

第七十九条の二十七  金融商品取引業者（政令で定める金融商品取引業者を除く。）は、

いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。  

２  第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けて金融商品取引業を行お

うとする者（政令で定める者を除く。）は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いず

れか一の基金に加入する手続をとらなければならない。  

３  前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録又は変更登録を受け

た時に、当該基金の会員となる。  

４  金融商品取引業者は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅

滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。   

 

（認定の公告）  

第七十九条の五十五  基金は、通知金融商品取引業者につき、前条の規定により、顧客資

産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、

次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告し

なければならない。  

２  基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者（以下

「認定金融商品取引業者」という。）について破産法（平成十六年法律第七十五号）第百

九十七条第一項（同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。）の規定による公

告、第五項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定に

より公告した届出期間を変更することができる。  

３  基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事

項を公告しなければならない。  

４  基金は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更

した場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。  

５  認定金融商品取引業者の破産手続において、破産法第百九十七条第一項（同法第二百

九条第三項において準用する場合を含む。）若しくは第二百四条第二項の規定による通知

をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人

は、その旨を基金に通知しなければならない。   

 

（補償対象債権の支払）  
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第七十九条の五十六  基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条

第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者

に対して有する債権（当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。）であつて基金が政令

で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認め

るもの（以下「補償対象債権」という。）につき、内閣府令・財務省令で定めるところに

より算出した金額の支払を行うものとする。  

２  基金は、前項の規定にかかわらず、認定金融商品取引業者の役員その他の政令で定め

る者に対しては、同項の支払を行わないものとする。  

３  第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、

することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その

他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、この限りでない。  

 

（支払金額等）  

第七十九条の五十七  前条第一項の請求をした認定金融商品取引業者の一般顧客が次の

各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定

にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当す

る金額とする。  

一  補償対象債権に係る顧客資産の全部又は一部を担保権の目的として提供している

場合 その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を内閣府令・財

務省令で定めるところにより評価した金額（当該金額が当該担保権に係る被担保債権

の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額）  

二  当該認定金融商品取引業者に対して債務を負つている場合 その債務の額（当該債

務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額）  

三  補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律第六十条第

一項に規定する補償対象債権を有する場合 同項の補償対象債権に相当する顧客資産

を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額（当該顧客資産について同

条第五項の適用がある場合には、当該金額から同項の規定により減額された支払額を

控除した金額）  

２  金融商品取引業者が、第七十九条の二十第二項の規定により一般顧客とみなされる場

合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起

因となつている当該金融商品取引業者の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有す

るものとする。  

３  前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超える

ときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。  

４  基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定める

ところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。  
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（参考条文） 

（平成五年三月三日大蔵省令第十四号） 

 

（適格機関投資家の範囲）  

第十条  法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

ただし、第十五号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号

に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。  

一  金融商品取引業者（第一種金融商品取引業（有価証券関連業に該当するものに限

る。）又は投資運用業を行う者に限る。）  

二  投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十

二項に規定する投資法人  

三  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する外国投資法人  

四  銀行  

五  保険会社  

六  保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第七項に規定する外国保険会社等  

七  信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会  

八  農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫  

九  信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに

業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる

農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会  

十  削除  

十一  財政融資資金の管理及び運用をする者  

十二  年金積立金管理運用独立行政法人  

十三  株式会社日本政策金融公庫（株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五

十七号）第十三条第三項に規定する専任の部門に限る。）及び沖縄振興開発金融公庫  

十四  株式会社日本政策投資銀行  

十五  業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同

組合連合会  

十六  令第一条の九第五号に掲げる者（法第三十三条の二の規定により登録を受けたも

のに限る。）  

十七  銀行法施行規則（昭和五十七年大蔵省令第十号）第十七条の三第二項第十二号に

掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、

この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届

出を行った者  

十八  投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限

責任組合  

十九  厚生年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表（厚生年金基

金令（昭和四十一年政令第三百二十四号）第三十九条第一項の規定により提出された

ものに限る。）における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金
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額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上で

あるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係

る年金経理に係る貸借対照表（確定給付企業年金法施行規則（平成十四年厚生労働省

令第二十二号）第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。）におけ

る流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金

額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者

並びに企業年金連合会  

二十  都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第二十九条第一項第二号に掲

げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者（同項第二号に掲げる業務を行う場

合に限る。）  

二十一  信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第二条第二項に規定する信託会社（同

条第四項に規定する管理型信託会社を除く。第十六条第一項第七号において同じ。）の

うち金融庁長官に届出を行った者  

二十二  信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社（同条第七項に規定する管理型

外国信託会社を除く。第十六条第一項第七号において同じ。）のうち金融庁長官に届出

を行った者  

二十三  次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った

法人（ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等（組

合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営

業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与

し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者

をいう。以下この号及び次号において同じ。）として取引を行う場合に限る。） 

イ 当該届出を行おうとする日の直近の日（以下この条において「直近日」という。）

における当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 

ロ 当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること

（イに該当する場合を除く。）。 

（１） 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約

又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執

行組合員等として当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 

（２） 当該法人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他のす

べての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他の

すべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に

係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に

係るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。 

ハ 当該法人が資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号。以下「資産流動

化法」という。）第二条第三項に規定する特定目的会社（以下この号及び第二十三条

第七号において「特定目的会社」という。）であって、資産流動化法第四条の規定に

より届出が行われた資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画（当該資

産流動化計画の変更に係る資産流動化法第九条の規定による届出が行われた場合に
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は、当該変更後の資産流動化計画。第三項第三号トにおいて同じ。）における資産流

動化法第二条第一項に規定する特定資産に有価証券が含まれ、かつ、当該有価証券

の価額が十億円以上であること。 

二十四  次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った

個人（ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等とし

て取引を行う場合に限る。） 

イ 次に掲げるすべての要件に該当すること。 

（１） 直近日における当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 

（２） 当該個人が金融商品取引業者等に有価証券の取引を行うための口座を開設し

た日から起算して一年を経過していること。 

ロ 当該個人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること

（イに該当する場合を除く。）。 

（１） 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約

又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執

行組合員等として当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 

（２） 当該個人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他のす

べての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他の

すべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に

係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に

係るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。 

二十五  外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者（個人を除く。）で、

この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定

める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 

イ 第一種金融商品取引業（有価証券関連業に該当するものに限る。） 五千万円 

ロ 投資運用業 五千万円 

ハ 銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第二項に規定する銀行業 二十億

円 

ニ 保険業法第二条第一項に規定する保険業 十億円 

ホ 信託業法第二条第一項に規定する信託業（同条第三項に規定する管理型信託業以

外のものに限る。） 一億円 

二十六  外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国

が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者  

２  その発行の際にその取得勧誘（法第二条第三項に規定する取得勧誘をいい、法第二条

の二第二項に規定する組織再編成発行手続を含む。第十三条第二項を除き、以下同じ。）

が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取

得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ

若しくは法第二条の二第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を

前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合（当該取得又は買付けの際に、当該有

価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第
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一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十六号までに掲げる者で同項ただし書

の指定を既に受けていた者であった場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指

定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第九号、第十七号、第十九号若し

くは第二十一号から第二十六号までに掲げる者について第五項に規定する期間を経過し

ている場合を除く。）には、その者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から

第二十六号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第十五号に掲げる

者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第九号、第十七号、第十九号若しく

は第二十一号から第二十六号までに掲げる者について第五項に規定する期間を経過した

場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う

場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第四条第二項の規定を適用する。  

３  第一項第九号、第十七号、第十九号又は第二十一号から第二十六号までの規定により

当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者（以下この条において「届

出者」という。）は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記

載した書面により、当該届出を行おうとする日の属する年の一月一日から一月を経過す

る日まで、四月一日から一月を経過する日まで、七月一日から一月を経過する日まで又

は十月一日から一月を経過する日までの間に、その旨を金融庁長官に届け出なければな

らない。  

一  第一項第九号、第十七号、第二十一号、第二十二号、第二十五号及び第二十六号に

掲げる者に係る届出者 次に掲げる事項 

イ 商号又は名称 

ロ 代表者の役職名及び氏名 

ハ 本店又は主たる事務所の所在地 

ニ 第十一項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若し

くは主たる事務所の所在地又は住所（第一項第二十五号及び第二十六号に掲げる者

に係る届出者に限る。） 

ホ 適格機関投資家の種別（第一項各号の種別をいう。第三号ホにおいて同じ。） 

ヘ この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額（第一項第十

七号及び第二十五号に掲げる者に係る届出者に限る。） 

ト 外国において行っている業務及び当該業務の根拠となる法令（第一項第二十五号

に掲げる者に係る届出者に限る。） 

二  第一項第十九号に掲げる者に係る届出者 次に掲げる事項 

イ 名称 

ロ 代表者の役職名及び氏名 

ハ 主たる事務所の所在地 

ニ 最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表（厚生年金基金令第三十九条第一

項の規定により提出されたものに限る。）における流動資産の金額及び固定資産の金

額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計

額を控除した額又は最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表（確定給付企業

年金法施行規則第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。）にお
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ける流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金

の金額の合計額を控除した額 

三  第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者に係る届出者 次に掲げる事項 

イ 商号、名称又は氏名 

ロ 代表者の役職名及び氏名（第一項第二十三号に掲げる者に係る届出者に限る。） 

ハ 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所 

ニ 第十一項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若し

くは主たる事務所の所在地又は住所（非居住者（外国為替及び外国貿易法（昭和二

十四年法律第二百二十八号）第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下

この条において同じ。）である届出者に限る。） 

ホ 適格機関投資家の種別並びに第一項第二十三号イ若しくはロのいずれに該当する

かの別又は同項第二十四号イ若しくはロのいずれに該当するかの別 

ヘ 直近日において保有する有価証券の残高（第一項第二十三号イ若しくはロ又は同

項第二十四号イ若しくはロに該当する場合に限る。） 

ト 資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画の届出日並びに当該資産流

動化計画に記載された有価証券の種類及び価額（第一項第二十三号ハに該当する場

合に限る。） 

４  届出者は、前項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に

定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。  

一  第一項第九号に掲げる者に係る届出者 当該届出者の本店又は主たる事務所の所

在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっ

ては、福岡財務支局長）  

二  第一項第十七号、第二十一号及び第二十二号に掲げる者に係る届出者 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める財務局長又は福岡財務支局長 

イ 有価証券報告書（法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。）を提出

しなければならない者に該当する場合 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和

四十八年大蔵省令第五号）第二十条の規定により有価証券報告書を提出しなければ

ならない財務局長又は福岡財務支局長 

ロ イに掲げる場合以外の場合 当該届出者の本店（第一項第二十二号に掲げる者に

係る届出者にあっては、信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店）又は主

たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内

にある場合にあっては、福岡財務支局長） 

三  第一項第十九号に掲げる者に係る届出者 当該届出者の主たる事務所の所在地を

管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、

福岡財務支局長）  

四  第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者（非居住者を除く。）に係る届出者 当

該届出者の本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を管轄する財務局長（当該所

在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）  

五  第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者（非居住者に限る。）並びに同項第二
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十五号及び第二十六号に掲げる者に係る届出者 関東財務局長  

５  第三項の規定により届出を行った場合の適格機関投資家に該当することとなる期間

は、当該届出が一月一日から一月を経過する日までの間に行われた場合はその日の属す

る年の三月一日から二年を経過する日まで、四月一日から一月を経過する日までの間に

行われた場合はその日の属する年の六月一日から二年を経過する日まで、七月一日から

一月を経過する日までの間に行われた場合はその日の属する年の九月一日から二年を経

過する日まで及び十月一日から一月を経過する日までの間に行われた場合はその日の属

する年の十二月一日から二年を経過する日までとする。  

６  第三項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格機関投資家に該当するこ

ととなる期間において、当該届出に係る事項（第三項第一号イ若しくはハ、第二号イ若

しくはハ又は第三号イ若しくはハに掲げる事項に限る。）に変更があった場合には、遅滞

なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。  

７  第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第四

項中「前項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるも

のとする。  

８  金融庁長官は、第三項の規定により届出が行われたときは、当該届出が一月一日から

一月を経過する日までの間に行われた場合はその日の属する年の三月一日までに、四月

一日から一月を経過する日までの間に行われた場合はその日の属する年の六月一日まで

に、七月一日から一月を経過する日までの間に行われた場合はその日の属する年の九月

一日までに及び十月一日から一月を経過する日までの間に行われた場合はその日の属す

る年の十二月一日までに、当該届出を行った者の商号、名称又は氏名、本店若しくは主

たる事務所の所在地又は住所、適格機関投資家に該当する期間（第五項に規定する期間

をいう。）及び当該届出を行った者が第一項第二十三号ロ又は第二十四号ロに該当するも

のとして届出を行った者である場合にはその旨を官報に公告しなければならない。  

９  金融庁長官は、第六項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった

事項を官報に公告しなければならない。  

１０  第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者に係る届出者の直近日における有価

証券の残高並びに同項第二十五号に掲げる者に係る届出者の資本金若しくは出資の額又

は基金の総額を本邦通貨に換算する場合には、同項第二十三号から第二十五号までに規

定する届出の時における外国為替相場（外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定す

る基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。）によるものとする。  

１１  第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者（非居住者に限る。）並びに同項第二

十五号及び第二十六号に掲げる者に係る届出者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所

の所在地又は住所を有する者であって、第三項及び第六項に規定する届出に関する一切

の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。  

１２  第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者（非居住者に限る。）並びに同項第二

十五号及び第二十六号に掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は

住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券（その発行の際にその取得勧誘が

法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得
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勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若

しくは法第二条の二第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限

る。）に係る法第二十三条の十三第一項の規定による告知及び同条第二項の規定による書

面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めなけれ

ばならない。 
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金融商品取引法施行令（参考条文） 

（昭和四十年九月三十日政令第三百二十一号） 

 

（基金による支払の対象から除かれる者）  

第十八条の十一  法第七十九条の五十六第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる

者とする。  

一  認定金融商品取引業者の役員（外国法人である認定金融商品取引業者にあつては、

国内における代表者を含む。）  

二  認定金融商品取引業者の親法人等及び子法人等  

三  他人（仮設人を含む。以下この号において同じ。）の名義をもつて顧客資産を有し

ている一般顧客（当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権（法第

七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。）に限る。）  

四  補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等（社債、株式等の振替に関する

法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。）の誤記載

等（同法第五十八条に規定する誤記載等をいう。）によつて受けた損害に係る債権であ

つて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始さ

れたときにおいて現に破産直近上位機関等（同条に規定する破産直近上位機関等をい

う。）に対して有する債権を有している振替機関等（当該債権に係る補償対象債権に限

り、前二号に掲げる者を除く。）  

五  前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者   

 

（基金による支払の最高限度額）  

第十八条の十二  法第七十九条の五十七第三項に規定する政令で定める金額は、千万円と

する。  
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投資者保護基金に関する命令（参考条文） 

（平成十年十一月四日大蔵省令第百二十五号） 

 

（補償対象債権の評価方法）  

第三条  法第七十九条の五十六第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところによ

り算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。  

一  補償対象債権に係る顧客資産（法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産をい

う。以下同じ。）が金銭である場合当該顧客資産の金額  

二  補償対象債権に係る顧客資産が金融商品取引所（法第二条第十六項に規定する金融

商品取引所をいい、外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以

下この号及び第四条の二第一項第一号において同じ。）に上場されている有価証券であ

る場合投資者保護基金（以下「基金」という。）が法第七十九条の五十五第一項の規定

による公告をした日の当該金融商品取引所における最終価格（当該最終価格がないと

きは、認可金融商品取引業協会（法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協

会をいう。次号及び第四条の二第一項第二号において同じ。）が発表する当該公告をし

た日の気配相場又はその日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価

格のうち、基金が指定するもの。第四条の二第一項第一号において同じ。）に基づき算

出した金額  

三  補償対象債権に係る顧客資産が店頭売買有価証券（法第二条第八項第十号ハに規定

する店頭売買有価証券をいう。以下この号及び第四条の二第一項第二号において同

じ。）である場合基金が法第七十九条の五十五第一項の規定による公告をした日の当該

補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会（当該店頭

売買有価証券が二以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、基金が指

定する認可金融商品取引業協会とする。以下この号及び第四条の二第一項第二号にお

いて同じ。）が公表する最終価格（当該最終価格がないときは、その日前における直近

の日に認可金融商品取引業協会が公表した最終価格。第四条の二第一項第二号におい

て同じ。）に基づき算出した金額  

四  補償対象債権に係る顧客資産が前三号に規定する金銭及び有価証券以外の財産で

ある場合基金が法第七十九条の五十五第一項の規定による公告をした日の公表されて

いる最終価格のうち公正な価格として基金が認めるものに基づき算出した金額又はこ

れに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額  

２  法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に係る有価証券の売付代金であ

る金銭であって、当該信用取引に際して金融商品取引業者（法第七十九条の二十第一項

に規定する金融商品取引業者をいう。）が顧客に供与した信用に係る債権の担保として提

供されている金銭の額については、前項第一号に規定する顧客資産の金額の算出に当た

っては、控除するものとする。 

 


